
※「旧介護予防通所介護」相当サービスは、左記の旧基準に規定された「介護予防通所介護」と同じ基準を規定

条例 規則 県条例と施行規則における条文構成 緩和型サービスＡ（※表現を整理・割愛）の市要綱案
● （条例第１条）趣旨 （第１条）趣旨

× （第２条）定義
● （条例第３条）事業の一般原則 （第３条）事業の一般原則
● （条例旧第８４条）基本方針 （第４条）基本方針
● （条例旧第８５条）従業者

● （規則旧第６１条）従業者の基準
● （条例旧第８６条）管理者 （第６条）管理者
● （条例旧第８７条）設備及び備品等 （第７条）設備等

● （規則旧第６２条）設備の基準 ×
● （条例旧第９０条）指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針 （第８条）個別計画の作成
● （条例旧第８条準用）内容及び手続きの説明及び同意

● （規則旧第４条準用）文書の交付に代えて行う重要事項の提供の
● （条例旧第９条準用）提供拒否の禁止 ×

● （規則旧第１０条準用）サービス提供困難時の対応 ×
● （規則旧第１１条準用）受給資格等の確認 （第１０条）受給資格等の確認
● （規則旧第１２条準用）要支援認定の申請に係る援助 ×
● （規則旧第１３条準用）心身の状況等の把握 （第１１条）心身の状況等の把握
● （規則旧第１４条準用）介護予防支援事業者等との連携 （第１２条）地域包括支援センター等との連携
● （規則旧第１５条準用）介護予防サービス費の支給を受けるため ×
● （規則旧第１６条準用）介護予防サービス計画に沿ったサービス （第１３条）介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供
● （規則旧第１７条準用）介護予防サービス計画等の変更の援助 （第１４条）介護予防ケアプラン等の変更の援助
● （規則旧第１９条準用）サービスの提供の記録 （第１５条）サービスの提供の記録

● （条例旧第８８条）利用料等の受領
● （規則旧第６３条）利用料等
● （規則旧第２０条準用）保険給付の請求のための証明書の交付 （第１７条）証明書の交付

（規則旧第６７条準用）勤務体制の確保等 ×
● （規則旧第２３条準用）掲示 ×
● （規則旧第２４条準用）広告 ×
● （規則旧第２６条準用）会計の区分

● （条例旧第８９条）指定介護予防訪問介護の基本取扱方針 ×
● （条例旧第１４条準用）利用者に関する市町村への通知 （第１８条）利用者に関する市町村への通知
● （条例旧第１５条準用）緊急時等の対応 （第１９条）緊急時等の対応

（条例旧第９１条）安全管理体制等の確保 ×
● （条例旧第９２条）運営規程

● （規則旧第６４条）事業の運営についての重要事項
（条例旧第９３条）定員の遵守 （第２１条）定員の遵守

● （条例旧第９４条）非常災害対策 （第２２条）非常災害対策
● （条例旧第９５条）衛生管理等 （第２３条）衛生管理等
● （条例旧第２０条準用）秘密保持等 （第２４条）秘密保持等
● （条例旧第２１条準用）介護予防支援事業者に対する利益供与の （第２５条）地域包括支援センターに対する利益供与の禁止
● （条例旧第２２条準用）苦情処理 （第２６条）苦情への対応

● （規則旧第２５条）地域との連携 （第２７条）地域との連携
● （規則旧第６８条）指定介護予防通所介護の提供にあたっての留

● （条例旧第９５条の２）事故発生時の対応 （第２８条）事故発生時の対応
● （条例旧第９６条）記録の整備

● （規則旧第６５条）記録
● （条例旧第９７条）準用 ×

● （規則旧第６９条）準用
介護保険法施行規則第140条の22 （第３０条）事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供

● （条例旧第９８条）その他運営等に関する基準 （第３１条）委任
● （規則旧第６６条）その他運営等に関する基準 ×

（第２０条）運営規程

（第２９条）記録の整備

三重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準等を定める条例
（平成25年三重県条例第18号）

三重県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準等を定める条例施行規則
（平成25年三重県規則第43号）

（第５条）従業者の員数

（第９条）内容及び手続きの説明及び同意

（第１６条）利用料等の受領


